
データ送付の責任分界点

システム利用者
・医療機関等
・保険者

回線提供事業者

システム利用者が管理
責任を負う

回線提供事業者がシステム利用者
との契約に基づき責任を負う

回線提供事業者が支払基金との
契約に基づき責任を負う

支払基金が管理責任を負う

システム利用者の責任範囲 支払基金の責任範囲

支払基金

送信・配信データの送付責任

通信経路の管理責任

システム利用者
のアクセス回線

支払基金の準備した回線
（オンライン請求回線）

Ｌ３スイッチ

医療機関等

支払基金
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保険者

配信データ

送信データ

支払基金は、「配信済」
メッセージの表示によ
り、データ送付の責任を
果たしたものとします。

医療機関等は、「受領書」
の表示により、データ送
付の責任を果たしたもの
とします。
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責任分界点

責任分界点

 責任分界点


